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高齢者教育の生成・展開過程に関する考察 

―岐阜県内の動向に焦点化して― 
 

益 川 浩 一 
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1．問題意識 

我が国は世界的に最も高齢化が進んでおり、平成 28年 10月時点で、高齢化率は

27.3％に達している(1)
。こうした超高齢社会に対応するために、高齢者が社会に積極

的にコミットし、力を発揮し社会を支える一員として活躍・参画できる「生涯活躍社

会」
(2)
を実現することが、ことのほか重要になってきている。国の第 3期教育振興基

本計画においても、「生涯学び、活躍できる環境を整え」、「人生 100年時代を見据え

た生涯学習」を推進することが教育目標の一つとして掲げられている。超高齢社会の

中にあって、「生涯活躍社会」の実現に向けて、今日改めて、高齢者の社会教育・生

涯学習を推進することが一層求められているのである。
 

ところで、高齢者が社会教育の領域における学習・教育活動の主体として、あるい

は教育的働きかけの対象として注目されるようになるのは、昭和 30 年代の後半にな

ってからであった。平均寿命の延びによる高齢者人口の増加、改正民法の公布による

家制度の解体と人口移動の激化により生じた高齢者夫婦世帯と高齢者単身世帯の増加

など、戦後の激しい社会の変動の中で高齢者の生活に多くの問題があることが明らか

になる中で、高齢者に対する保健・医療や福祉に関わる対策にとどまらず、高齢者の

社会的役割を高めてその「社会的適応性」
(3)
と社会参加を促す対策が打ち出されるよ

うになったことで、高齢者の問題が社会教育の領域においても取り上げられるように

なるのである。 

高齢者問題に対する社会福祉面を中心とした総合的な対策は、世界で最初の高齢者

福祉に関する独立立法であるといわれる、昭和 38 年 7 月に公布され 8 月から施行さ

れた「老人福祉法」によって取り組まれることになった。 

この法律は、「従来必ずしも明確でなかった老人福祉に関する原理を法律上規定す

ることによって、老人福祉に関する国及び地方公共団体の施策並びに老人及び一般国

民の心構えについていわば指標を与えるとともに、老人に対しその心身の健康の保持
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及び生活の安定のために必要な措置として、健康診査、老人ホームへの収容、老人福

祉施設の整備等の具体的な施策を実施し、もって老人の福祉を図ること」（昭和 38年

7 月 15 日付	 厚生事務次官通達「老人福祉法の施行について」）を目的としたもので

あったが、同時に「老人の心身の健康の保持及び貴重な知識と経験を活用させるため、

老人の希望及び能力に相応する範囲内で適当な仕事その他の社会的活動に参加させる

機会が与えられるべきことを社会一般に要請している」（同上通達）という側面をもつ

ものでもあった。そこから、第 13条第 1項では、「地方公共団体は、老人の心身の健

康の保持に資するための教養講座、レクリエーションその他多くの老人が自主的かつ

積極的に参加することができる事業（以下「老人健康保持事業」という。）を実施する

ように努めなければならない」と定められ、また同条第 2項では、「地方公共団体は、

老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者に対して、適

当な援助をするように努めなければならない」とされた。 

こうした「老人福祉の増進のための事業」を実施する責務が地方公共団体に課せら

れたことで、都道府県及び市町村は「老人健康保持事業」の取り組みを行うとともに、

老人クラブの育成に乗り出し、老人クラブによる高齢者の学習活動やスポーツ・レク

リエーション活動が各市町村において活発に展開されるようになる。こうした動きを

受け、文部省も、昭和 40年度から市町村に高齢者学級の開設を委嘱し、高齢者の学習

活動等のあり方についての研究を開始する。 

このように地域・自治体における高齢者の老人クラブへの組織化と、それを基盤と

して展開された高齢者の学習・教育活動は、この老人福祉法の公布・施行がきっかけ

となって進展していったのである。 

地域・自治体における老人クラブの設置による高齢者組織の設立と高齢者学級を中

心とする高齢者の学習・教育活動に関わる先行研究としては、伊藤真木子「老人クラ

ブの量的拡大過程に関する考察―連合組織の動向を中心に―」がある(4)
。伊藤の研究

においては、全国老人クラブ連合会の周年記念誌を主な基礎資料として、老人クラブ

の連合組織（都道府県レベルの老人クラブ連合会）の発足状況が明らかにされている。

しかしながら、伊藤の研究においては、主に都道府県レベルの、しかも老人クラブの

連合組織の量的拡大過程に焦点があてられているため、個別具体的な地域・自治体に

おける高齢者の老人クラブへの組織化の過程と、それを基盤として展開された高齢者

の学習・教育活動の地域史的実態については明らかにされていない。地域・自治体に

おける老人クラブの設置による高齢者組織の設立と高齢者学級を中心とする高齢者の

学習・教育活動の正確な全容把握には、実証的な地域研究・事例研究を進めていくこ

とが不可欠であると思われる。地域研究・事例研究としては、各自治体史及び自治体
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教育史において高齢者組織の結成及び高齢者教育の展開について言及されているが
(5)
、

それらは、社会教育通史の一部として、あるいは社会教育の一領域として記載されて

いるにとどまり、十分な記述がなされているとはいいがたい。 

そこで、本稿では、県レベル及び市町村レベルの一次資料（行政文書）が一定量確

認できた岐阜県及び県内市町村を事例として、地域・自治体における高齢者の老人ク

ラブへの組織化と、それを基盤として展開された高齢者の学習・教育活動の歴史的実

像に接近し、その実態の一事例を示すことを目的とする。「生涯活躍社会」が目指され

る中で、超高齢社会及び高齢者教育をめぐる今日的状況をその原点に投げ返すことに

よって、その特徴や今後の方向性を一層明晰に認識することができると考えるからで

ある。 

 

2．高齢者組織の設立と活動—老人クラブの結成— 

（1）老人クラブ結成の動き 

「高齢者団体活動記録	 昭和三九年～	 岐阜市」では、「高齢者団体の活動」につい

て、「岐阜市でも、昭和三八年（一九六三）老人福祉法の制定を契機として、老人クラ

ブの結成が盛んになり、従来老人有志による老人会が思い思いの活動を散発的に行っ

ていたものが、校下ごとに結成されて校下連合会となり、それを統合した市の連合会

が成立した。」と記述されている
(6)
。 

本巣郡穂積町（現瑞穂市）の老人クラブの発足について、「穂積町	 老人クラブ提要	

昭和三十八年以降」では、「昭和三八年八月老人福祉法が施行された。（中略）当町で

は、この福祉法の主旨に添って、昭和三九年二月には、町内各部落毎に二五団体の老

人クラブの結成を見、現在では二七団体の老人クラブが結成されている。（中略）穂積

町でも、前記二七団体の老人クラブを統括した、『穂積町老人クラブ連合会』がある。」

と記述されている
(7)
。ところで、穂積町の「老人クラブ現況	 昭和四十九年十月」に

は、昭和 49年 10月時点の 27の老人クラブの現況を示す一覧表が記載されている(8)
。

そこに示された各クラブの結成年月日を見ると、昭和 38 年 11 月 1 日から 39 年 2 月

23日までの間に合計 23クラブが結成され、それに遅れて 42年 6月と 44年 4月にそ

れぞれ 1 クラブが結成され、さらに 49 年 9 月に新興団地で 2 つのクラブが結成され

たことがわかる。「穂積町	 老人クラブ提要	 昭和三十八年以降」の「三九年二月には、

町内各部落毎に二五団体の老人クラブの結成を見」という記述とは若干の違いが見ら

れるものの、老人福祉法施行後わずか半年ほどの間に、穂積町で老人クラブの結成が

急速に進んだことがうかがえる。 

可児郡可児町（現可児市）の老人クラブ結成の状況について、「可児町老人クラブの
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結成について	 昭和三十八年以降」は、「昭和三八年に『老人福祉法』が公布され、こ

れを受けて翌三九年には（中略）次々と老人クラブが結成され、三九年中に誕生した

クラブは二六にも及んだ。以後も、町内各地で結成され、五四年四月現在、その数六

三、会員数三六二七を数える。」と記述されている
(9)
。「可児町老人クラブの結成につ

いて	 昭和三十八年以降」には昭和 54 年 4 月時点の単位老人クラブの一覧表が収載

されている
(10)
。その各クラブの結成年月日を見ると 39年 2月 1日から同年 11月 3日

までの間に 26のクラブが結成されている。それ以降、40年度から 44年度の間に 19、

45年度から 49年度の間に 11、50年度から 53年度の間に 7のクラブが結成され、54

年 4月時点での 63のクラブに至っている。可児町においても、老人福祉法の成立を契

機に、急速に老人クラブの結成が進められたことがわかる。 

加茂郡白川町の老人クラブについて、「白川町	 老人クラブ概況	 昭和四三年」は、

「白川町ではこの福祉法（老人福祉法―引用者註）の精神に添って各地域に老人クラ

ブが結成された」としている
(11)
。そこに記載された昭和 42 年度の各クラブの概要を

示した一覧表の結成年月日を見ると、昭和 35年 9月 15日に 2つのクラブが発足して

いるのを除き、ほかの 11のクラブは、38年 9月から翌 39年 4月の間に結成されてい

る。白川町でも、一部のクラブを除き、老人福祉法の成立により結成が急速に進めら

れたのである。 

こうした岐阜市、本巣郡穂積町、可児郡可児町、加茂郡白川町の事例を見ると、一

部のクラブを除けば、老人福祉法が公布、施行された後の 38年 9月以降に老人クラブ

の結成が急速に進んだことがうかがえる。そこには、同法第 13条第 2項で、地方公共

団体が「老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う」老人クラブに対して「適

当な援助をするように努めなければならない」とされ、さらに第 24 条第 3 項及び第

25条第 3項で、都道府県や国が「老人の福祉のための事業に要する費用の一部を補助

することができる」とされ、市町村からの各種の援助や県・国からの補助が得られた

という事情が働いたといえる。こうした市町村及び県・国による助成によって、老人

クラブの結成は進んでいったのである。 

とはいえ、岐阜市や白川町の事例に見られるように、老人福祉法の公布・施行以前

の段階で、各地域に多様な名称をもつ高齢者の組織が結成されていた。たとえば、本

巣郡北方町では、昭和 35年 3月 1日に、「北方町長生会」が「満六五才以上の有志者

（発足時会員数六五名）」で結成されている。その結成は婦人会が提唱したものだとい

う。その後、会員数の増加や地理的条件により、地区・町内を単位とした 4つの会が

分離・独立したという
(12)
。また、揖斐郡谷汲村（現揖斐川町）長瀬地区では、昭和 35

年 9月 15日の敬老会で「老人クラブ結成の話がもちあがり」、同年 12月 15日に 63名
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が参加して準備会の会合が開かれ、翌 36年には「総会を開き名称を長瀬明治青年会と

して発足した」という。そして、「同じように谷汲・横蔵地区においても老人クラブが

結成された」という。谷汲村の老人クラブ組織は、こうして長瀬・谷汲・横蔵の 3地

区に分かれて成立したが、「数年後、郡老人クラブの組織が整うに従い谷汲村老人クラ

ブ連絡協議会が発足し、毎年度はじめに役員総会を開き、三地区共通の歩みをするこ

とになった」という
(13)
。このような北方町や谷汲村の事例を考えるならば、老人福祉

法が公布・施行される以前の段階で、自主的に高齢者組織が結成され活動を展開して

いた事例は、県下各地に少なからずあったものと思われる。 

老人クラブの全国組織である「全国老人クラブ連合会」が結成されたのは昭和 37年

4月であったが、「岐阜県老人クラブ連合会」の結成大会はそれにわずか 4ヶ月遅れた

同年 8月のことであった(14)
。市町村さらには国・県による助成により単位老人クラブ

の結成が進み、さらに地区・校下連合会―市町村連合会―郡連合会といった系統的な

組織化が進展していく昭和 40 年前後の時期に先立ち、県連合会の結成がいち早く実

現したのも、35年頃から有志による自主的な高齢者の組織化が進んでいたからだとい

えるであろう。 

（2）老人クラブの活動 

このように結成されていった老人クラブは、どのような活動を行ったのであろうか。

岐阜県教育委員会『教育広報	 第九六号』（昭和 38年 8月）に、山県郡高富町（現山

県市）教育委員会事務局社会教育主事宇野荒治郎が寄稿した、「老人に〝仲間づくり〟

の意欲	 高富町『老人クラブ』の発足と歩み」と題する記事が掲載されている
(15)
。そ

れによると、当時電話が各戸に普及する中で、「老人にはだれからも電話がかかってこ

ず」、老人が「なんとなくわびしさ」を感じるようになっていた。そこから、「だれ言

うとなく、自分たち老人にも仲間から電話がかかってくれば、さぞかし楽しかろうと

いうような空気ができて」、老人自身による仲間づくりの動きが生まれてくる。また、

「現在の社会教育計画や変転する社会機構」や「老人にもっとも大切な健康上の問題」

を「勉強」するためにも、「少しでも多くの仲間がほしいという気運が盛りあが」る。

こうした老人の「〝仲間づくり〟の意欲」の高まりによって、梅原・高富・大桑の各

地区に「梅原寿会」・「高富長寿会」・「大桑老人クラブ」が次々と結成される。老人福

祉法の成立を間近にひかえた時期に結成されたこれらの老人クラブは、「老人の福祉

運動」、「関係官公庁・各種団体との連絡協調」を進めるとともに、「座談会・娯楽会・

茶話会」、「趣味の会（短歌・俳句・狂句・囲碁・将棋など）」、「宗教講話や文化講演を

聴く会」、「孤独な老人や病床の老人を慰安する会」、「家事・身上相談などに応ずる会」、
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「報恩感謝の会」、「時間の励行」、「心の持ち方や身じまい、現代社会の認識」、「自覚・

自戒」などの多彩な活動を展開している。クラブとして、「間口を広くし、どんなこと

でも安易に計画し、実践できるような」柔軟な「仕組み」づくりを心がけているとい

う。その他に、梅原寿会では、「血圧測定、衛生講話、農繁期前後の健康調査」を行っ

てきたが、その延長上に若妻会と「栄養」についての「合同研修会」（若妻会による成

人病予防の料理講習の試食に老人クラブが参加）を開いている。さらに昼食後には、

「公民館長や社会教育主事などを囲」み、「『老人の言い分』『嫁の言い分』の交換会」

を開き「家庭づくり」の活動も進めているという。 

高富町の老人クラブのこれらの活動について、当記事の執筆者は、高齢者が「余生

を楽しく過ごす」ための活動にとどまらず、「社会のために役立つ老人」になるための

活動が積極的に行われている点に注目している。職場や家庭での役割を喪失あるいは

減少させていく高齢者が、地域において仲間を求めてクラブを結成し、そこに新たな

社会参加の場を見いだすとともに、クラブでの幅広い活動を通じて自己を見つめ直す

ことで、「社会的適応性」を高めることに努めていた点が、当時では評価されていた。 

高齢者自らが「社会のために役立つ老人」として「社会的適応性」を高めようとし

ていたことは、他の老人クラブの活動内容からもうかがえる。昭和 35年に結成された

先述の北方町長生会の活動内容について、「北方町老人クラブの歩み」には、次のよう

に記述されている
(16)
。 

教養面	 宗教家や社会教育課長・警察署長を招いて各種の講話を聞く。 

親睦面	 娯楽会や茶話会を開いたり、和歌・俳句・碁・将棋などの会を作ったりし

て活動する。また、時には社会見学などにも出かける。 

健康面	 保健所長の講話を聞いたり、町民体育大会や歩け歩け運動などに積極的に

参加したりする。 

融和面	 未亡人会や婦人会・青年団など地域の諸団体（中略）などとの交換会をも

つ。 

社会奉仕	 孤独老人や病床老人の慰問や生活苦老人の援助、墓や神社の清掃奉仕な

どをする。 

これらの活動のほかに、「会員の不幸の際」に「役員が葬儀に参列する」とともに、

物故者の「俗名と法名とを巻物に書いて保管し、毎年秋に遺族を呼んで慰霊祭」を行

うことなどがなされたという。「親睦面」や「健康面」といった活動だけでなく、「教

養面」・「融和面」・「社会奉仕」といった高齢者の「社会的適応」のための活動が活発

に展開されたのである。 

また、昭和 38年の老人福祉法の公布・施行後に組織化が進んだ岐阜市の老人クラブ
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の活動について、「高齢者団体活動記録	 昭和三九年～	 岐阜市」には、「これらの老

人クラブは、市の福祉部や町内の諸団体との深い連携のもとに、健康の増進・スポー

ツ活動・教養・娯楽等、老人自身の為の活動から、伝承民俗文化の保存・清掃奉仕・

交通安全などの社会活動を展開している」とされている
(17)
。岐阜市においても、「老人

自身の為の活動」にとどまらず、「社会のために役立つ老人」としての「社会活動」が

行われていたのである。昭和 38年以降 40年代に組織化が進んだ老人クラブは、先述

した 38年 7月厚生事務次官通達「老人福祉法の施行について」にいう、老人の「貴重

な知識と経験を活用させる」「社会的活動」の場となっていたのであり、「余生を楽し

く過ごす」ことにとどまらない、高齢者の「社会的適応性」を高めていくための活動

を進めていたのである。 

 

3．高齢者の学習・教育活動—高齢者学級の開設— 

（1）高齢者学級の開設と高齢者教育の展開 

既述のように、文部省も昭和 40年度から市町村に高齢者学級の開設を委嘱し、高齢

者の学習活動等のあり方についての研究を開始するが、「昭和四〇年度高齢者学級委

嘱要項」によれば、高齢者学級開設の「目的」については、「高齢人口の増加と急速な

社会の進展等にともない、生活の各般にわたり高齢者に対し社会教育の機会を提供す

る必要」が生まれているとする認識の上に、高齢者を対象として「社会教育の普及振

興をはかる」ことが求められているとして、高齢者に「学習の機会を与える」ためと

されている。学級は市町村教育委員会が開設するものとされ、文部省から各市町村教

育委員会に開設が委嘱された。委嘱を受け開設される学級は、「高齢者（おおむね 60

才以上）を対象」としたものであること、「学習時間数は年間最低 20時間」であるこ

と、「学級には運営責任者を置き、運営に万全を期すること」、「学習内容は一般教養や

生活に役立つ知識技能等を学習者の要望、地域の実情とを十分勘案して編成すること」

など、いくつかの条件が付与された。また、学習方法に関して、「講義、話し合い等に

よるほか視聴覚教材の利用を工夫するなど実情に即した効果的な方法を採用するこ

と」、さらに「老人クラブを有する地域において開設する場合は老人クラブの内容と重

複しないように配慮すること」が、「運営上の留意事項」として特に求められている。

文部省の委嘱による高齢者学級がこのようにして開設されたことで、高齢者を対象と

した組織的な学習・教育の機会が、社会教育の領域で整備されていくことになる
 (18)
。 

岐阜県においては、文部省委嘱による高齢者学級の開設が始まる昭和 40 年度の前

年度の段階で、県教育委員会の「社会教育計画」の中で、「老人学級」の開設・普及が

提唱されていた
(19)
。その 39年度版「社会教育計画」では、「社会教育具体目標」の「成
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人教育」の項の中で、「老人学級」が取り上げられている。そこでは、「社会情勢の変

貌、経済の発展にともない、最近いろいろな面において、老人の現役化が要求されて

きた。そのために、老人学級の普及をはかり、研修をすすめて、新しい時代に即応し

た老人のあり方を身につける。」という前書きに続いて、「①開設の普及に努める。②

趣味のグループ活動を奨励する。③新しい老人の役割と、あり方について研究する。」

という「具体目標」が掲げられていた。文部省委嘱による学級の開設に先立ち、県教

委が「老人学級」の開設・普及を社会教育計画の中に位置づけたのは、早い時期から

県教委が高齢者を対象とした組織的な学習・教育機会を整備する必要性を認識してい

たからだと思われる。県教委が発行する『教育広報	 第一六号』（昭和 33年 9月）に、

社会教育課執筆による「『老人学級』の開設を提唱する―としよりの日に―」と題する

記事が掲載されている
(20)
。そこでは、「市町村教育委員会が開設」し、「公民館又は学

校が民主団体と共同で実施する」学級を開設することが提唱されていた。その「学習

内容」としては、「老人の新しい生き方」、「老人の健康管理」、「老人の生活技術」（「趣

味と老人向の仕事。老人クラブの運営。社会施設観光地の見学等。」）があげられてい

た。 

しかしながら、この「老人学級」開設の提唱は、「経費」について、「1．敬老会の行

事の中に老人学級を加味して、その予算を執行する。2．孫の教育を正しく進める目的

で PTAが負担する。3．市町村が、正しく予算化する。」という 3つの可能性が指摘さ

れていたように、予算の裏付けをともなわないものであったため、具体化されるには

至らなかったようである。しかしながら、昭和 33年という早い段階から県教委は高齢

者を対象とした学級開設の必要性を認めていたのであり、39 年度版「社会教育計画」

において「老人学級」の開設・普及という目標が設定されたのは、県教委のそうした

必要性の認識にもとづいていたといえよう。 

ただし、39 年度に設定されたそうした目標は、「社会教育事業年間計画」や「社会

教育課所管予算」の中に関連した項目があげられておらず、市町村教育委員会に学級

の開設を呼びかけるにとどまり、県下各地で「老人学級」の開設が進んだわけではな

かったものと思われる。翌 40 年度から文部省による市町村への学級開設の委嘱が始

まり、県の 40年度「社会教育計画」において「重点目標」のひとつとして「高齢者学

級を開設し普及をはかる」という点があげられ、さらに「具体目標」の中の「成人教

育」の項で「高齢者学級」が取り上げられて「文部省の委嘱学級を開設する」という

文言が記されることで、高齢者学級の開設が進むこととなった。 

岐阜県において昭和 40 年度に文部省委嘱学級として開設されたのは、益田郡萩原

町（現下呂市）の「四美高令者学級」と加茂郡八百津町の「蘇水学級」であった
 (21)
。
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以降 41年度、42年度、43年度の県教委の「社会教育事業年間計画」の 4月の欄に高

齢者学級委嘱が記載されており、毎年度文部省委嘱学級が開設されたものと推測され

る。 

（2）高齢者学級の実際 

文部省委嘱により昭和 40年度に開設された益田郡萩原町「四美高令者学級」の活動

については、その「実施報告書」が発行されているが
(22)
、それによれば、四美高令者

学級は萩原町四美地区の老人クラブである四美寿会を母体に開設されている。四美寿

会は、老人福祉法が公布・施行された後の昭和 38年 12月に発足した老人クラブであ

った
(23)
。しかし、発足後間もないにもかかわらず、40年当時萩原町内にあった 23の

老人クラブの中でも、極めて「バラエティーに富んだ活動を続けて」きており、「単に

慰安の集りでなく、自己を高め、現代を生きようと努力している」という特徴をもっ

ていた。すなわち、「単に自己を高めるだけでなく、常に家庭・社会との融和を考慮に

入れた研修」が活動に組み入れられており、「慰安」や「自己を高める」といった高齢

者自身のための活動にとどまらない、「家庭・社会との融和」といった高齢者の「社会

的適応性」を高めるための活動が展開されていた。40年度に県社会教育課を通じて文

部省社会教育局長に高齢者学級開設申請書を提出したのは 9学級であったが、四美高

令者学級はそうした「家庭・社会との融和を考慮に入れた研修」を老人クラブとして

実施していた実績を評価されたことで、学級開設を委嘱されることになったものと思

われる。 

当時、56名の会員で構成されていた四美寿会を母体に、47名の学級生によって開設

された四美高令者学級は、年間 9回、合計 36.5時間の学習時間数で実施された。その

内訳は、「開校式	 明るい家庭造り」（3時間）、「老人と夏季衛生について」（3時間）、

「映画	 美しき郷土	 嫁の実家」（3時間）、「健康診断と小学生教育と老人」（7時間）、

「料理実習	 試食	 話し合い」（5.5時間）、「老人と修養	 青少年犯罪防止」（5.5時間）、

「映画	 明るく強く美しく	 うちのオバアチャン」（2.5時間）、「明るい家庭造りと社

会情勢」（2.5時間）、「閉講式	 外国の子供教育」（4.5時間）であった。学級全体の学

習目標は、「明るい家庭造りと老人の健康」とされており、孫世代の教育・しつけにお

ける高齢者の役割及び健康保持という観点を中心に、「明るい家庭造り」に高齢者とし

てどのように貢献できるのかという内容で、四美高令者学級は編成されていたのであ

る。「家庭」との「融和」に焦点を据えて、高齢者の「社会的適応性」を高めることを

目標としていたといえるであろう。老人クラブ四美寿会が、「単に慰安の集り」でない

ことの延長線上に、「自己を高め、現代を生きよう」として実施していた「研修」活動
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を組織化していくことで成立したのが四美高令者学級であった。学級の構成員が四美

寿会を母体としていただけでなく、活動・学習の内容の側面でも四美寿会が母体とな

っていたといえるであろう。 

先述した文部省の「昭和四〇年度高齢者学級委嘱要項」では、「開設運営上の留意事

項」として、「老人クラブを有する地域において開設する場合は老人クラブの内容と重

複しないように配慮をすること」が求められていた。老人クラブ四美寿会を母体に開

設された四美高令者学級の場合、「明るい家庭造り」に特化させる形で学級としての学

習内容を編成し、「バラエティーに富んだ活動」を展開していた四美寿会との差異化を

図っていたといえる。そして、文部省委嘱を受けて開設された学級であれ、あるいは

市町村の助成によって開設された学級であれ、単位老人クラブを母体に高齢者学級が

開設される場合には、老人クラブの活動とは一定区別された学習内容の編成が求めら

れることとなり、高齢者学級としての独自性が追求された。 

しかし、単位老人クラブを母体とすることなく、高齢者のための学習・教育機会が

市町村単位で設けられることもあり、その場合にはとりたてて老人クラブの活動との

差異化が求められることもなかったから、一般の高齢者学級に比べより幅広い活動・

学習が展開されていくことになった。そうした事例として、本巣郡穂積町（現瑞穂市）

の「老人大学」がある。前述したように、穂積町にあっては老人福祉法の成立を契機

に、昭和 38年 11月から 39年 2月までのわずかの期間に各地区に 23の老人クラブが

結成され、それを舞台に高齢者の各種活動が活発に展開されていた。そのことを背景

として、穂積町では「老人大学」が開設されている。「穂積町	 老人大学	 概要」によ

れば
(24)
、「老人大学」は、「本町に在住の六五才以上の老人を対称

ママ

とし、一カ年を以て

就業をすることを原則」として開校され、「昭和四一年五月六日開校式を挙行した」と

いう。そして、「当初の入校者は一六四人であった」という。この「老人大学」は、「年

間を通じて三〇回程度の講演研修を行い、老後の人間関係、身近な法律の講義、老人

病と健康の話、後輩の指導と育成、郷土の歴史、交通安全に関する講演等を主な内容」

としていた。また、「社会見学、老人運動会」も実施されており、「相当に幅広い内容

で開設」されたという。穂積町「老人大学」は、穂積町居住の高齢者全体を対象とし

て開設されたことから、各地区で活動を展開していた老人クラブの活動内容との「重

複」を避ける必要はなく、通常老人クラブの活動で取り組まれる「社会見学、老人運

動会」をも含めた「相当に幅広い内容」を実施することができたのだといえる。そし

て、老人クラブ組織との関係という観点からすれば、「老人大学」は当時 23を数えた

単位老人クラブのリーダー養成の場として期待されていたのだといえる。そのことは、

「後輩の指導と育成」が内容の内に取り入れられていたことからもうかがえる。穂積
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町「老人大学」は、単位老人クラブを母体として発足したわけではなかったことで、

文部省「昭和四〇年度高齢者学級委嘱要項」がいう「一般教養や生活に役立つ知識技

能等」の学習という狭い枠に学習内容を限定する必要がなく、「相当に幅広い内容」で

学習を編成できたのだといえよう。そして、それだからこそ「老人大学」は老人クラ

ブ組織のリーダー養成の機能を発揮することを期待されるようになったのである。穂

積町が開設した高齢者のための学習・教育機会が「高齢者学級」ではなく「老人大学」

と名付けられたのも、高齢者に学習・教育の機会を提供するだけにとどまらない、老

人クラブを中心とした高齢者の社会的活動のリーダー養成というより高次の役割が期

待されたためであったといえる。 

こうして、昭和 40年代前半に整備が進められていった高齢者向けの学習・教育機会

は、単位老人クラブを母体に、あるいは老人クラブ組織と密接な関係をもちつつ、老

人クラブが保持していた学習・教育機能を組織化することで開設が進められていった

「高齢者学級」と、単位老人クラブの上位にあって単位老人クラブのリーダー養成の

役割を期待された「老人大学」・「高齢者大学」等の名称がつけられたものの 2系統が

並存することとなった。 

これらは、益田郡金山町（現下呂市）のように、市町村の中央に「高齢者大学」を、

そして地区老人クラブ連合会あるいは単位老人クラブごとに「高齢者学級」を開設す

る形に落ち着いていったものと思われる。「金山町の高齢者大学と高齢者学級」によれ

ば
(25)
、金山町では老人福祉法の成立を契機として、「金山長寿会」（昭和 38 年 8 月結

成）、「菅田延寿会」（38年 9月結成）、「下原寿会」（38年 9月結成）、「東常盤会」（39

年 10月結成）の 4地区（金山・菅田・下原・東）に地区老人クラブが結成され（その

下部に昭和 50年時点で 24の単位老人クラブがあった）、「講演会、奉仕作業・慰安会

等の事業」を活発に展開していた。ただし、高齢者対策の「老人福祉の面」と比べ「老

人教育」の面についての施策化が遅れがちであったことから、「昭和四六年（一九七一

年）に金山町老人福祉会館で高齢者による『寿学級』を実験的に開設した」ところ、

好評を博して「持続開設を強く要望され」ることとなった。そこで、「以後各地区に高

齢者学級、中央に高齢者大学」を開設する体制をとることになったという。 

また、「養老町の高齢者教室のあゆみ」には
(26)
、「高齢者教室」の項に、「お茶の実大

学として、昭和四一年開設、その後補助も認められ年々充実、各地区ごとにも高齢者

の学習活動は年々盛んとなり」という記述がある。養老郡養老町でも、金山町と同様

に町中央で「高齢者大学」＝「お茶の実大学」、各地区で「高齢者学級」を開設する形

がとられたものと思われる。昭和 52年度の時点では、養老町中央公民館で「お茶の実

大学」が、そして養老・広幡・上多度・笠郷の各地区公民館で「高齢者教室」が開設
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される体制となっている。異なった役割を期待された 2系統の高齢者のための学習・

教育機会は、各地区―中央といった棲み分け体制を構築することで、各市町村の社会

教育振興行政における高齢者教育の方向性を明確にすることになった。 

とりわけ、老人クラブを中心とする高齢者の「社会的活動」の指導者層を養成する

ことを期待されて各市町村の中央に位置づけられた「老人大学」・「高齢者大学」等の

学習・教育機会は、社会教育行政の立場から高齢者教育の具体的な場として開設が進

められていく。昭和 47年度からは県の単独事業として「岐阜県高齢者大学」の開設が進

み
(27)
、また「岐阜県高齢者大学」の会場が遠いことから「昭和五〇年度より町主催可

児町高齢者大学を開設」することとなった可児郡可児町（現可児市）のような事例も

生まれる
(28)
。 

こうした昭和 40年代後半から 50年代にかけての社会教育における高齢者教育の隆

盛の基盤は、40年代前半の「高齢者学級」及び「老人大学」・「高齢者大学」の普及・

定着のうちに準備されていたといえるであろう。 

 

4．小括 

以上、岐阜県内の動向に焦点をあてて、高齢者組織（老人クラブ）の結成と高齢者

教育（高齢者学級）の生成・展開過程について概観してきた。 

	 本論を通じて明らかとなった岐阜県内における老人クラブの結成と高齢者学級の生

成・展開過程をめぐる歴史的実像は、以下のとおりである。 

① 昭和 38 年以降 40 年代に組織化が進んだ老人クラブは、昭和 38 年 7 月厚生事

務次官通達「老人福祉法の施行について」にいう、老人の「貴重な知識と経験

を活用させる」「社会的活動」の場となっていたのであり、「余生を楽しく過ご

す」ことにとどまらない、高齢者の「社会的適応性」を高めていくための活動

を進めていた。 

② 昭和 40年代前半に整備が進められていった高齢者向けの学習・教育機会は、単

位老人クラブを母体に、あるいは老人クラブ組織と密接な関係をもちつつ、老

人クラブが保持していた学習・教育機能を組織化することで開設が進められて

いった「高齢者学級」と、単位老人クラブの上位にあって単位老人クラブのリ

ーダー養成の役割を期待された「老人大学」・「高齢者大学」等の名称がつけら

れたものの 2系統が並存することとなった。 

今後は、岐阜県以外の地域・自治体における高齢者組織（老人クラブ）の結成と

高齢者教育（高齢者学級）の生成・展開過程を精緻に把握していきたいと考える。

そのことによってはじめて、高齢者組織（老人クラブ）の結成と高齢者教育（高齢
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者学級）の生成・展開過程をめぐる地域史的実態の総合的な把握・解明が可能になる

といえるからである。他日を期したい。 
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Formation of Senior Citizen Organizations and the Process of Formation 
and Development of Education for the Elderly in Social Education:  

Focus on Trends in Gifu Prefecture 
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 The issuance and implementation of the Act on Social Welfare for the Elderly in Japan 

advanced both community and municipal systematization of senior citizens clubs and the 

learning and educational activities developed on the basis of these clubs. However, previous 

studies regarding the establishment of senior citizen organizations afforded by the formation of 

senior citizens clubs and learning and educational activities centering on schools for the elderly 

have mainly focused on case reports and assessments of the existing situation. The process of 

community and municipal systematization of senior citizens clubs and the regional historical 

situation surrounding the learning and educational activities developed on the basis of these 

clubs have yet to be fully elucidated. 

 The present paper aims to obtain an accurate historical picture of the community and 

municipal systematization of senior citizens clubs and the learning and educational activities 

developed on the basis of these clubs using Gifu Prefecture and prefectural municipalities as 

examples. 

 The following historical picture was obtained. 

 1) With increasing systematization from 1963 to 1974, senior citizens clubs became 

places for “social activity” that “utilize the valuable knowledge and experience” of 

elderly people and took proactive steps to move beyond simply helping the elderly to 

“enjoy the rest of their lives” toward increasing their “social adaptability,” as advised 

in the July 1963 notification “regarding Elderly Welfare Law implementation” from the 

Vice-Minister of Health and Welfare. 

 2) Learning and educational opportunities for the elderly improved from 1965 to 1969 

and can be grouped into two types. First, “schools for the elderly,” which were 

increasingly launched with the systematization of the learning and educational 

functions held by the senior citizens clubs. These schools either had individual senior 

citizens clubs as their parent organization or maintained a close relationship with the 
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senior citizens club organization. Second, institutions given names such as “seniors 

colleges” or “universities for the elderly,” which took precedence over individual senior 

citizens clubs and were expected to take on the role of fostering their leaders. 

 Further research is required to refine understanding regarding the formation of senior 

citizen organizations (senior citizens clubs) and the process of formation and development of 

education for the elderly (schools for the elderly) outside Gifu Prefecture. This approach should 

provide a comprehensive picture of the regional historical situation surrounding the formation 

of senior citizen organizations (senior citizens clubs) and the process of formation and 

development of education for the elderly (schools for the elderly). 

 

key words : senior citizens clubs, schools for the elderly, social adaptability, social education, 

Gifu Prefecture 

 


